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地
声
寸
言 

 

第
二
百
四
十
九
回
「
北
方
四
島
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

相
沢 

英
之 

  

安
倍
首
相
が
い
わ
ば
身
体
を
張
っ
て
、
ロ
シ
ア
と
の
領
土
問
題
の
解
決
の
た
め
に
努
力
を
す
る
と
明
言

も
し
、
又
、
本
当
に
真
剣
な
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

 

私
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
十
五
日
の
終
戦
時
、
北
朝
鮮
、
咸
鏡
南
道
の
道
庁
所
在
地
咸
興
の
第
三
十

四
軍
司
令
部
経
理
部
で
被
服
、
物
品
な
ど
の
担
当
を
し
て
い
た
。
同
年
八
月
終
戦
後
、
十
月
興
南
の
港
か

ら
ロ
シ
ア
（
当
時
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
）
に
運
ば
れ
、
十
一
月
一
杯
ク
ラ
ス
キ
ー
ノ
で
天
暮
生
活
、
そ
の
後
約
一

ヶ
月
の
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
長
旅
を
経
て
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
約
一
千
キ
ロ
、
ボ
ル
ガ
河
の
支
流
カ
マ
河
の
畔

の
小
都
市
カ
ザ
ン
の
収
容
所
に
送
ら
れ
、
二
年
余
り
苛
酷
な
抑
留
生
活
を
強
い
ら
れ
た
人
間
の
一
人
と
し

て
、
対
ロ
シ
ア
の
問
題
に
は
当
然
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
。 

 

二
十
三
年
の
八
月
十
四
日
、
正
に
三
年
ぶ
り
に
舞
鶴
に
上
陸
を
し
、
復
員
後
、
大
蔵
省
（
現
財
務
省
）

に
復
職
し
た
が
、
六
〇
年
代
に
設
立
さ
れ
た
全
国
戦
後
強
制
抑
留
者
協
会
の
会
長
に
な
っ
て
以
来
、
モ
ス

コ
ウ
に
も
毎
年
行
き
、
ロ
シ
ア
側
と
の
折
衝
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
、
日
ソ
間
の
交
渉
に
は
当
然
深
い
関

心
を
持
っ
て
い
る
。 

 

平
成
三
年
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
来
日
の
際
に
日
ソ
間
に
締
結
さ
れ
た
諸
事
項
（
死
亡
者
を
含
み
抑

留
者
の
氏
名
の
通
知
、
埋
葬
地
の
維
持
管
理
、
遺
留
品
の
返
還
の
三
項
目
が
中
心
）
の
履
行
を
外
務
省
、

軍
事
省
、
内
務
省
、
軍
事
メ
モ
リ
ア
ル
、
公
文
書
館
な
ど
の
関
係
各
省
庁
に
直
接
要
求
を
繰
り
返
し
て
い

る
の
だ
が
、
成
果
が
上
ら
な
い
。
な
に
せ
抑
留
地
が
一
千
ヶ
所
以
上
に
及
ん
で
い
る
し
、
ソ
連
が
分
解
し

て
十
五
ヶ
国
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
抑
留
死
亡
者
に
つ
い
て
も
約
六
万
人
（
抑
留
者
約
六
〇
万
人
）

う
ち
名
簿
を
提
示
さ
れ
た
の
は
、
今
ま
で
に
約
四
万
人
、
遺
骨
の
収
収
約
二
万
人
で
あ
る
が
、
遺
骨
に
つ

い
て
氏
名
の
判
明
し
て
い
る
の
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
し
て
い
る
が
約
千
人
に
も
満
た
な
い
現
状
で
あ
る
。 

 

然
し
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ゝ
に
し
て
、
お
く
わ
け
に
も
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
、
こ
の
へ
ん
で
今
次

大
戦
々
病
死
者
の
、
い
わ
ば
無
名
戦
士
の
墓
を
作
っ
て
合
同
葬
を
し
た
ら
ど
う
か
、
と
思
っ
て
提
案
し
て

い
る
。 

 

そ
の
前
に
、
い
く
つ
か
長
い
間
の
疑
問
に
政
府
が
答
え
て
貰
い
た
い
と
思
う
。
以
下
、
列
記
す
る
。 

一
、 

戦
争
は
二
十
年
八
月
十
五
日
に
終
結
し
た
の
に
、
降
状
し
た
日
本
人
の
将
兵
を
あ
の
酷
寒
の
シ
ベ

リ
ア
で
労
働
に
服
す
こ
と
に
同
意
し
た
の
は
何
故
か
。
必
ず
何
等
か
の
協
定
が
あ
る
に
違
い
な

い
と
思
っ
て
い
る
が
、
一
体
誰
が
署
名
し
た
の
か
。
い
な
い
筈
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。 

二
、 

強
制
労
働
に
服
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
た
の
に
、
相
互
に
と
は
言
う
も
の
の
、
実
質
一
方
的
に
、
六

十
万
人
の
日
本
軍
将
兵
の
労
働
に
対
す
る
賃
金
の
支
払
い
を
放
棄
し
た
の
か
（
日
ソ
共
同
宣
言

第
六
項
） 

三
、 

共
同
宣
言
で
ハ
ボ
マ
イ
、
シ
コ
タ
ン
の
二
島
に
つ
い
て
の
み
平
和
条
約
締
結
の
際
、
日
本
側
に
引

き
渡
す
と
書
い
て
、
ク
ナ
シ
リ
、
エ
ト
ロ
フ
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
な
か
っ
た
の
は
ど
う
い
う

理
由
か
。 

四
、 

一
八
七
五
年
の
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
千
島
、
樺
太
の
交
換
条
約
は
有
効
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
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条
約
に
つ
い
て
破
棄
の
条
約
な
ど
が
あ
る
の
か
。 

五
、 

日
ソ
協
定
の
不
履
行
の
責
任
を
な
ぜ
追
求
し
な
い
の
か
。
例
え
ば
、
将
校
帯
刀
で
入
国
し
た
が
、

そ
の
刀
も
一
本
も
返
還
さ
れ
て
い
な
い
。
協
定
違
反
に
つ
い
て
の
責
任
を
何
故
追
求
し
な
い
の

か
。
な
ど
。 

 

モ
ス
コ
ウ
へ
行
く
度
に
ロ
シ
ア
（
か
つ
て
ソ
連
）
の
協
定
違
反
を
言
い
立
て
て
い
た
が
、
外
務
省
は

こ
の
問
題
に
つ
い
て
ロ
シ
ア
側
に
責
任
を
追
求
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
。 

 

私
が
今
ま
で
ロ
シ
ア
で
会
っ
た
政
府
の
高
官
（
局
長
ク
ラ
ス
）
は
誰
一
人
と
し
て
四
島
返
還
な
ど
出

来
な
い
、
も
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
プ
ー
チ
ン
政
権
も
持
た
な
い
、
な
ど
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が

本
当
だ
と
す
る
と
、
東
ロ
シ
ア
の
開
発
な
ど
に
協
力
し
て
も
、
結
局
日
本
の
資
本
と
知
識
を
と
ら
れ
る

結
末
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。 

 

ロ
シ
ア
人
は
人
が
い
い
、
な
ど
を
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
個
人
の
問
題
で
、
国
と
言
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

そ
う
簡
軍
に
妥
協
す
る
よ
う
な
体
制
で
は
な
い
。 

 

か
つ
て
、
東
部
シ
ベ
リ
ア
に
樺
太
か
ら
石
油
パ
イ
プ
を
通
し
、
石
油
を
日
本
に
入
れ
る
、
と
い
う
計

画
が
財
界
を
中
心
と
し
て
、
か
な
り
進
ん
で
い
た
と
思
う
が
、
そ
れ
が
ダ
メ
に
な
っ
た
の
も
、
一
旦
緩

急
あ
れ
ば
何
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
、
ソ
連
に
対
す
る
不
信
感
が
一
つ
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
か
、
と

記
憶
し
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
誰
が
責
任
を
も
っ
て
発
言
し
う
る
の
か
。 

 

こ
れ
か
ら
先
は
、
駄
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
ロ
シ
ア
が
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
方
面
に
特
に
気
を
使
っ
て

い
る
の
は
、
対
米
国
と
の
関
係
だ
と
思
っ
て
い
る
。
北
方
四
島
を
含
む
千
島
列
島
が
日
本
の
実
質
支
配

下
に
あ
る
の
と
な
い
の
で
は
、
日
米
の
関
係
を
考
量
す
れ
ば
、
大
違
い
で
は
な
い
か
。
国
防
上
の
理
由

が
背
後
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

 
 


